
保育士の現状と主な取組
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資料３



保育所について

2．保育所の役割
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○ 保育所は、児童福祉法（昭和22 年法律第164 号）第39 条の規定に基づき、保育を必要
とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設で
あり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさ
わしい生活の場でなければならない。

○ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊
密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及
び教育を一体的に行うことを特性としている。

○ 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を
図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を
行う役割を担うものである。

○ 保育所における保育士は、児童福祉法第18 条の４の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能
が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子
どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものであり、そ
の職責を遂行するための専門性の向上に絶えず努めなければならない。

（保育所保育指針 抜粋）

1．定義

○ 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目
的とする施設（利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。）
とする。（児童福祉法第39条）
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保 育 士 ※児童福祉法第18条の4

登 録（各都道府県単位）※児童福祉法第18条の18第1項

（登録者数 1,598,556人：H31.4.1現在）

○保 育 士 試 験 ※児童福祉法第18条の6第2項 ※各都道府県、指定試験機関委託 ※児童福祉法第18条の9

【関連データ】
・Ｈ30年度末時点合格者数累計： 479,793人
・Ｈ30年度実施試験の実績： 受験申請者数 74,371人

全科目合格者数 19,483人 うち全部免除者数 5,983人
※地域限定保育士試験を含む

○指 定 保 育 士 養 成 施 設 ※児童福祉法第18条の6第1項

【関連データ】
・Ｈ30年度末累計資格取得者数： 1,813,900人
・Ｈ30年度資格取得者： 39,909人
・指定保育士養成施設の状況（H31.4.1現在）

※（）内は前年
合 計 688か所 （684か所）

大学 278か所 （277か所）
短期大学 238か所 （237か所）
専修学校 162か所 （162か所）
その他施設 10か所 （ 8か所） 大学等（短大含）

２年以上在学
(62単位以上取得者等)

児童福祉施設

実務経験５年以上
(高校卒業者は実務経
験２年以上)

幼稚園教諭免許状
有

(試験一部免除)

知事による受験資格
認定

実務経験(※) 5年以上
(※高校卒業者は実務経験２
年以上)

○対象施設
・へき地保育所・家庭的保育
・認可外保育施設 等

保 育 士 試 験 受 験 資 格

保育士について
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1．定義

○ 保育士とは、保育士の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育
及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。（児童福祉法第18条の4）

２．資格取得の方法等



指定保育士養成施設について

①概要

児童福祉法第１８条の６第１号に規定される「都道府県知事の指定する保育士を養成
する学校その他の施設」。当該施設において厚生労働大臣の定める修業教科目及び単
位数（保育士養成課程）を履修し、卒業することで、保育士資格を取得することができる。

②指定保育士養成施設における保育士養成課程
［教養科目］（８単位）
・外国語、体育、社会学、文学、哲学等の基礎教養科目

［必修科目・選択必修科目］（６０単位）
・子ども家庭福祉
・子どもの保健
・乳児保育Ⅰ・Ⅱ
・教育原理
・保育の計画と評価

・保育原理 等 最低修得単位数 ６８単位

③施設数
６８８ヵ所（平成３１年４月時点）

・社会福祉
・子どもの食と栄養
・社会的養護Ⅰ・Ⅱ
・保育の心理学
・子ども家庭支援論
・保育実習
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H28年度 H29年度 H30年度

合計 47,692 (80.9%) 46,413  (77.3%) 46,512  (77.5%)

大学 17,782 (88.5%) 17,716  (86.9%) 18,354  (88.2%)

短期大学 23,883  (82.8%) 22,397  (77.8%) 21,567  (76.8%)

専門学校 5,720 (59.3%) 6,083  (57.7%) 6,274  (59.4%)

その他 219 (81.1%) 135    (60%) 183   (46.3%)

○ 指定保育士養成施設の入学定員の合計は横ばい。入学者数の合計は微減傾向。

指定保育士養成施設の入学定員・入学者数の近年の状況

H28年度 H29年度 H30年度

合計 58,961 60,039 59,988

大学 20,101 20,394 20,796

短期大学 28,856 28,776 28,085

専門学校 9,639 10,549 10,562

その他 270 225 395

（１）指定保育士養成施設の入学定員

（２）指定保育士養成施設の入学者数

高校卒業者数 105万9千人 107万人 105万6千人

私立大学の定員充足率 104.4% 104.6% 102.6%

私立短期大学の定員充足率 90.1% 90.3% 88.1%

※（）内の数字は定員充足率。

（参考）その他の関連データ

出典は、指定保育士養成施設の各年度における業務報告

出典は、指定保育士養成施設の各年度における業務報告

5
出典は、高校卒業者数は、「（文部科学省）学校基本調査」、定員充足率は、「（日本私立学校振興・共済事業団）私立大学・短期大学等入学志願動向」
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（就職先別（人））

全体 保育所及び幼保連携型認定こども園

地域型保育事業 保育所及び幼保連携型認定こども園以外の児童福祉施設

児童事業 知障者施設

老人施設 身障者施設

幼稚園 その他

指定保育士養成施設卒業者（保育士資格取得者）の就職先の推移

出典は、指定保育士養成施設の各年度における業務報告

（全体の就職者数）
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○ 保育所及び幼保連携型認定こども園への就職者数は、平成28年度をピークに微減傾向。
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身障者施設

老人施設
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その他

（全体（100%）のうち施設ごとに占める割合）

指定保育士養成施設卒業者（保育士資格取得者）の就職先の割合

出典は、指定保育士養成施設の各年度における業務報告
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○ 保育所及び幼保連携型認定こども園の就職先の割合は、増加傾向。



指定保育士養成施設卒業者の就職先の近年の状況

（注）１．保育所とは、児童福祉法第３９条に規定する保育所をいう。
２．児童福祉施設とは、児童福祉法第７条第１項に規定する保育所以外の児童福祉施設並びに同法第１７条に規定する児童の一時保護施設をいう。
３．児童福祉事業とは、児童福祉施設以外の児童福祉事業及び児童関連事業を行う施設（へき地保育所等）における事業をいう。
４．「地域型保育事業」は、平成27年度に子ども・子育て新制度により創設されたものである。

年 度 総 数

（１）
保育所及び

幼保連携型認定
こども園

（２）
地域型保育事業

（３）
保育所及び幼保
連携型認定こども
園以外の児童福

祉施設

（４）
児童福祉事業

（５）
知的障害者援護

施設

（６）
身体障害者援護

施設

（７）
老人福祉施設

（８）
幼 稚 園

（９）
そ の 他

28
42,597 
（100.0）

23,699
(55.6)

515 
(1.2)

1,454
(3.4)

1,109
(2.6)

907
(2.1)

180
(0.3)

242
(0.6)

7,470
(17.5)

7,021
(16.5)

29
41,106 
（100.0）

23,465
(57.1)

511
(1.2)

1,490
(3.6)

1,285 
(3.1)

834
(2.0)

160
(0.4)

178
(0.4)

6,809
(16.6)

6,374
(15.5)

30
39,909 
（100.0）

23,216 
(58.2)

561
(1.4)

1,416
(3.5)

1,249 
(3.1)

800
(2.0)

164
(0.4)

187
(0.5)

6,162
(15.4)

6,154
(15.4)
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○ 平成30年度では、保育所等の保育士資格を有する必要のある施設（（１）～（４））に就職している割合は概

ね６６％、それ以外の社会福祉施設等（（５）～（７））では概ね３％、幼稚園（８）では概ね１５％、その他の施
設（（９））では概ね１５％。



○ 平成28年度から通常の保育士試験を年２回実施。近年、合格率は概ね２０％前後台で推移。

保育士試験の受験申請者数・合格者数

通常試験（１回目試験）
２回目試験

（地域限定保育士試験を含む）
合計

年 度 受験申請者数 合格者数 合格率 受験申請者数 合格者数 合格率 受験申請者数 合格者数 合格率

平成 １５年度 37,414 4,091 10.9% － － － 37,414 4,091 10.9%

１６年度 35,237 4,516 12.8% － － － 35,237 4,516 12.8%

１７年度 37,288 6,291 16.9% － － － 37,288 6,291 16.9%

１８年度 39,192 5,693 14.5% － － － 39,192 5,693 14.5%

１９年度 38,032 7,750 20.4% － － － 38,032 7,750 20.4%

２０年度 37,744 3,989 10.6% － － － 37,744 3,989 10.6%

２１年度 41,163 5,204 12.6% － － － 41,163 5,204 12.6%

２２年度 46,820 5,324 11.4% － － － 46,820 5,324 11.4%

２３年度 49,307 6,957 14.1% － － － 49,307 6,957 14.1%

２４年度 52,257 9,726 18.6% － － － 52,257 9,726 18.6%

２５年度 51,055 8,905 17.4% － － － 51,055 8,905 17.4%

２６年度 51,257 9,894 19.3% － － － 51,257 9,894 19.3%

２７年度 46,487 10,578 22.8% 10,814 2,384 22.0% 57,301 12,962 22.6%

２８年度 35,455 7,817 22.0% 35,255 10,412 29.5% 70,710 18,229 25.8%

２９年度 29,556 5,594 18.9% 31,560 7,639 24.2% 62,555 13,511 21.6%

３０年度 33,262 8,394 25.2% 32,055 4,601 14.4% 68,388 13,500 19.7%

（※１）平成２７年度の２回目試験は、神奈川県、千葉県（成田市）、大阪府及び沖縄県において地域限定保育士試験として実施されたもの。
（※２）平成２８年度の２回目試験は、大阪府及び仙台市において地域限定保育士試験として実施され、その他の都道府県（宮城県を除く。）において通常の保育士試験として

実施されたもの。
（※３）神奈川県の「合格」欄の値については、１回目試験と２回目試験の数に加え、神奈川県が独自に実施した地域限定保育士試験（平成29年８月）の結果（受験申請者：1,439人

合格者数：278人）を含めたものとなっている。
（※４）平成30年度の「合計」の欄の値については、１回目試験と２回目試験の数に加え、神奈川県が独自に実施した地域限定保育士試験（平成30年８月）の結果（受験申請者：1,876人

合格者数：279人）及び大阪府が独自に実施した地域限定保育士試験（平成30年10月）の結果（受験申請者：1,195人 合格者数：226人）を含めたものとなっている。 9



保育士の登録者数と従事者数の推移

（単位：千人）

出典： 登録者数：厚生労働省子ども家庭局保育課調べ（各年10月１日）
従事者数：厚生労働省｢社会福祉施設等調査｣（各年10月１日） を元に調査票の回収率を踏まえ、厚生労働省（子ども家庭局）で推計したもの。

※ 従事者数は、平成21年以降は調査対象施設のうち回収できた施設の割合から、回収率100％に割り戻して算出した値となっている。
（回収率 H21：97.3% H22：94.1% H23：93.9％ H24:95.4％ H25：93.5％ H26：93.5％ H27 ：94.5％ H28 ：93.9％ H29 ：94.3％ ）

※ 従事者数には、常勤保育士のほか、常勤ではない短時間勤務の保育士も１名として計上しており、保育所のほか、児童養護施設等の社会福祉施設で
従事している者も含まれている。

※ H23の従事者数については、東日本大震災の影響で宮城県と福島県の28市町村で調査未実施。
※ 社会福祉施設等で従事していない保育士数には、認可外保育施設や幼稚園に勤務する者、保育士が死亡した場合の保育士資格の喪失に係る

届出を行っていない者を含む。

○ 保育士登録者数は約１４７万人、従事者数は約５７万人であり、保育士資格を持ち登録されているが、社会福
祉施設等で従事していない者は９０万人程度となっている。
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（１）保育所で勤務する保育士の経験年数（常勤のみ）

２年未満
２～４年

未満
４～６年

未満
６～８年

未満
８～10年

未満
10～12年

未満
12～14年

未満
14年以上 不詳 総 数

全体 40,390人 34,813人 28,998人 24,699人 20,725人 17,583人 15,243人 78,721人 67,524人 328,696人

うち公営 9,726人 9,235人 8,493人 7,165人 6,135人 5,516人 5,368人 38,417人 23,211人 113,267人

うち私営 30,665人 25,578人 20,505人 17,534人 14,589人 12,067人 9,875人 40,304人 44,313人 215,430人

全体 15.5％ 13.3％ 11.1％ 9.5％ 7.9％ 6.7％ 5.8％ 30.1％ - 100.0%

うち公営 10.8％ 10.3％ 9.4％ 8.0％ 6.8％ 6.1％ 6.0％ 42.7％ - 100.0%

うち私営 17.9％ 14.9％ 12.0％ 10.2％ 8.5％ 7.1％ 5.8％ 23.6％ - 100.0%

（出典）平成27年社会福祉施設等調査（厚生労働省）
（※） 回収率（94.5%）を100%に置き直した推計値
（※） 経験年数別の割合は、「総数」から「不詳」を除いた数に占める各経験年数の層の保育士数が占める割合となっている。

保育士の経験年数、採用・離職の状況

○ 経験年数は、経験年数が低い層の保育士が多く、８年未満の保育士が約半分。

○ 離職率は9.3％であり、私営保育所においては10.7%となっている。 （平成29年時点）

（２）保育所で勤務する保育士の採用者と離職者（常勤のみ）

勤務者 採用者数 採用率 退職者数 離職率

全体 407,287人 60,830人 14.9％（15.1％） 37,716人 9.3％（9.4％）

うち公営 118,481人 10,087人 8.5％（8.5％） 6,941人 5.9％（6.3％）

うち私営 288,806人 50,743人 17.6％（18.1％） 30,775人 10.7％（10.8％）

（出典）平成28年及び平成29年社会福祉施設等調査（厚生労働省）
（※）括弧書きは前年度の数値。
（※）回収率（Ｈ28：93.9%、Ｈ29：94.3%）を100%に置き直した集計値。
（※）採用率及び離職率は、平成29年10月1日時点の勤務者数に占める、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの間の採用者数・退職

者数の割合となっている。
11
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長
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妊
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産

健
康
上
の
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由
（体
力
含
む
）

結
婚

他
業
種
へ
の
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味

子
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て
・家
事
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居

職
業
適
性
に
対
す
る
不
安

保
護
者
対
応
等
の
大
変
さ

家
族
の
事
情
（介
護
等
）

雇
用
期
間
満
了

配
偶
者
の
意
向

そ
の
他

（％）
（複数回答）

（出典）「東京都保育士実態調査報告書」（令和元年５月公表）東京都福祉保健局

○ 全体で「職場の人間関係」が３割強（33.5％）で最も多く、次いで「給与が安い」（29.2％）、「仕事量が多い」
（27.7％）、「労働時間が長い」（24.9％）となっている。

過去に保育士として就業した者が退職した理由
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家
庭
の
状
況

自
身
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
が
可
能

／
や
り
が
い
を
感
じ
ら
れ
る
こ
と

雇
用
形
態

正
社
員
採
用

施
設
の
運
営
方
針
へ
の
納
得
感

自
身
の
健
康
状
況
の
改
善

研
修
等
の
再
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育
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加

求
人
情
報
の
提
供

そ
の
他

ど
の
よ
う
な
条
件
が
あ
っ
て
も

保
育
士
と
し
て
働
く
つ
も
り
は
な
い

（出典）「東京都保育士実態調査報告書」（令和元年５月公表）東京都福祉保健局

○ 全体で「通勤時間」が約８割（79.9％）で最も多く、次いで「勤務日数」（77.8％）と「勤務時間」（76.3％）も８割弱
となっており、働き方を重視している傾向が見られる。そのほか、「給与等」が６割強（63.7％）、「雇用形態 パー
ト・非常勤採用」が過半数（56.0％）となっている。

（複数回答）
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H27 H28 H29 H30 H31 R1

有効求職者数 有効求人数 就職件数 有効求人倍率（保育士） 有効求人倍率（全職種）

（出典）一般職業紹介状況（職業安定業務統計）（厚生労働省）

※保育士の有効求人倍率について、各年度の最も高い月の数値を記載している。
※全職種の有効求人倍率は、実数である。

○ 直近の令和元年11月の保育士の有効求人倍率は３．２３倍（対前年同月比で０．０３ポイント上昇）となってお
り、高い水準で推移している。

保育士の有効求人倍率の推移（全国）

全職種

保育士
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平成３０年及び令和元年における保育士の各都道府県別有効求人倍率の比較（各年11月時点）

出典：厚生労働省「職業安定業務統計」

○ 有効求人倍率が前年同月よりも上昇しているのは、２９道府県。
○ 東京都は、前年同月より減少しているが依然として高い水準にある。

平成30年11月時点 令和元年11月時点

三重 2.62 2.77

滋賀 3.59 3.38

京都 3.24 4.46

大阪 4.49 4.46

兵庫 2.68 2.90

奈良 2.35 2.78

和歌山 2.56 2.57

鳥取 3.77 4.46

島根 2.10 2.03

岡山 2.12 3.01

広島 4.49 4.77

山口 1.55 1.78

徳島 3.69 3.37

香川 1.99 2.33

愛媛 2.43 2.35

高知 1.69 1.48

福岡 2.35 2.57

佐賀 1.58 1.77

長崎 1.80 1.67

熊本 2.18 2.17

大分 2.28 2.25

宮崎 2.29 2.55

鹿児島 2.10 2.73

沖縄 3.41 3.42

平成30年11月時点 令和元年11月時点

全国 3.20 3.23

北海道 2.73 2.80

青森 2.43 2.02

岩手 1.92 2.04

宮城 4.38 3.51

秋田 1.59 1.81

山形 2.72 2.59

福島 2.61 3.04

茨城 3.43 3.75

栃木 3.16 3.20

群馬 1.24 1.50

埼玉 4.76 4.44

千葉 2.51 3.09

東京 6.44 5.16

神奈川 3.57 3.64

新潟 2.12 2.48

富山 2.20 3.21

石川 2.07 2.62

福井 2.62 3.65

山梨 2.43 1.87

長野 2.08 1.80

岐阜 1.75 2.09

静岡 3.46 2.83

愛知 2.89 3.28
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新規求職
申込件数

有効
求職者数

新規
求人数

有効求人数 有効求人倍率

全国 4,110 18,280 21,030 58,472 3.20

北海道 217 944 1,023 2,578 2.73

青森 47 229 209 557 2.43

岩手 77 251 182 481 1.92

宮城 88 336 585 1,473 4.38

秋田 37 160 108 255 1.59

山形 32 151 168 411 2.72

福島 57 241 269 628 2.61

茨城 65 327 449 1,121 3.43

栃木 73 281 305 888 3.16

群馬 63 319 153 396 1.24

埼玉 175 886 880 4,213 4.76

千葉 156 696 699 1,750 2.51

東京 313 1,519 3,740 9,786 6.44

神奈川 167 967 1,336 3,448 3.57

新潟 87 330 258 699 2.12

富山 35 132 103 291 2.20

石川 37 155 120 321 2.07

福井 20 93 70 244 2.62

山梨 36 174 156 423 2.43

長野 70 298 236 620 2.08

岐阜 54 292 168 511 1.75

静岡 112 439 424 1,517 3.46

愛知 158 879 893 2,540 2.89

三重 58 210 185 550 2.62

滋賀 64 263 445 944 3.59

京都 90 400 548 1,296 3.24

大阪 249 1,217 1,858 5,468 4.49

兵庫 187 881 888 2,358 2.68

奈良 45 186 113 438 2.35

和歌山 22 101 95 259 2.56

鳥取 21 111 168 419 3.77

島根 28 135 97 283 2.10

岡山 91 390 320 827 2.12

広島 91 373 593 1,675 4.49

山口 48 241 137 373 1.55

徳島 30 114 128 421 3.69

香川 51 169 109 337 1.99

愛媛 75 258 244 627 2.43

高知 49 139 111 235 1.69

福岡 218 978 834 2,294 2.35

佐賀 51 212 114 334 1.58

長崎 88 308 198 555 1.80

熊本 78 305 286 665 2.18

大分 43 211 145 481 2.28

宮崎 49 206 151 471 2.29

鹿児島 116 477 379 1,002 2.10

沖縄 92 296 350 1,009 3.41

平成３０年及び令和元年における保育士の各都道府県別有効求人倍率等の比較（各年１１月時点）

平成３０年１１月時点 令和元年１１月時点

出典：厚生労働省「職業安定業務統計」

新規求職
申込件数

有効
求職者数

新規
求人数

有効求人数 有効求人倍率

全国 3,768 17,827 19,053 57,502 3.23

北海道 221 916 689 2,562 2.80

青森 39 210 146 425 2.02

岩手 52 224 154 456 2.04

宮城 123 402 436 1,413 3.51

秋田 30 155 86 280 1.81

山形 34 158 160 410 2.59

福島 62 227 264 690 3.04

茨城 62 314 449 1,178 3.75

栃木 63 273 281 873 3.20

群馬 55 286 179 430 1.50

埼玉 170 848 1,196 3,764 4.44

千葉 117 666 714 2,056 3.09

東京 310 1,541 2,335 7,958 5.16

神奈川 153 898 897 3,270 3.64

新潟 71 304 241 754 2.48

富山 27 112 128 359 3.21

石川 24 130 95 341 2.62

福井 16 66 90 241 3.65

山梨 55 165 117 308 1.87

長野 86 314 218 565 1.80

岐阜 66 281 238 588 2.09

静岡 69 426 380 1,207 2.83

愛知 136 819 842 2,686 3.28

三重 55 235 145 651 2.77

滋賀 63 281 509 949 3.38

京都 52 333 524 1,485 4.46

大阪 192 1,167 1,593 5,210 4.46

兵庫 155 836 825 2,427 2.90

奈良 26 180 102 500 2.78

和歌山 20 103 115 265 2.57

鳥取 39 114 139 508 4.46

島根 30 147 123 298 2.03

岡山 95 343 499 1,031 3.01

広島 99 395 753 1,886 4.77

山口 50 238 117 423 1.78

徳島 34 115 104 387 3.37

香川 42 167 114 389 2.33

愛媛 51 199 245 468 2.35

高知 50 157 103 232 1.48

福岡 179 941 871 2,415 2.57

佐賀 48 219 178 388 1.77

長崎 68 311 159 518 1.67

熊本 94 411 311 892 2.17

大分 42 203 177 456 2.25

宮崎 44 226 195 577 2.55

鹿児島 109 442 433 1,208 2.73

沖縄 90 329 384 1,125 3.42
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保育所等定員数・利用児童数・保育園等数の推移

（出典） 26年－福祉行政報告例（厚生労働省大臣官房統計情報部）

24年、25年、27年、28年－厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調べ

29年～31年－厚生労働省子ども家庭局保育課調べ

○保育所等定員数及び利用児童数の推移 ○保育所等数の推移

23,711 24,038 24,425
23,533 23,447 23,410 23,524 23,573

1,931 2,790
3,619

4,392
5,140

582
743

871

1,033

1,175

2,737

3,879

4,893

5,814

6,457

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

(か所)

特定地域型保育事業

幼稚園型認定こども園等

幼保連携型認定こども園

保育所

（計34,763）

（計36,345）

（計28,783）

（計30,859）

（計32,793）

2,240,178

2,176,802

2,288,819

2,219,581

2,335,724

2,266,813

2,262,645

2,159,357

2,248,716

2,136,443

2,238,340

2,116,341

2,231,144

2,088,406

2,218,725

2,059,132

186,302

171,301

273,454

257,545

359,423

342,523

440,147

417,194

520,647

493,397
23,886 

19,428 

29,713

24,724 

35,146 

30,882 

42,724 

37,086 

49,745 

45,256 

34,046

23,528

52,327

39,895

70,446

56,923

86,564

71,719

99,042

81,866

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

2,200,000

2,300,000

2,400,000

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000

2,900,000
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数
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員

利
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数
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利
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児
童

数

定
員

利
用

児
童

数

定
員

利
用

児
童

数

定
員

利
用

児
童

数

定
員

利
用

児
童

数

定
員

利
用

児
童

数

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

(人)

（計2,679,651)

（計2,800,579）

（計2,888,159）

（計2,614,405）

特定地域型保育事業（定員）

特定地域型保育事業（利用児童数）
幼稚園型認定こども園等（定員）

幼稚園型認定こども園等（利用児童数）

幼保連携型認定こども園（定員）
幼保連携型認定こども園（利用児童数）

保育所（定員）

保育所（利用児童数）

（計2,506,879）

（計2,458,607）

（計2,604,210）

（計2,703,355）

（計2,546,669）

（計2,373,614）

認可定員数 利用定員数
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保育園と幼稚園の年齢別利用者数及び割合（H30）

※該当年齢人口は総務省統計局による人口推計年報（平成２９年10月１日現在）より。
※幼保連携型認定こども園の数値は平成３０年度「認定こども園に関する状況調査」（平成３０年4月1日現在）より。
※「幼稚園」には特別支援学校幼稚部、幼稚園型認定こども園も含む。幼稚園、幼稚園型認定こども園の数値は平成３０年度「学校基本調査」（速報値、平成３０年５月１

日現在）より。特別支援学校幼稚部の数値は平成２９年度「学校基本調査」（確定値、平成２９年５月１日現在）より。
※保育園の数値は平成３０年の「待機児童数調査」（平成３０年４月１日現在）より。なお、「保育園」には地方裁量型認定こども園、保育所型認定こども園、特定地域型

保育事業も含む。４歳と５歳の数値については、 「待機児童数調査」 の４歳以上の数値を「社会福祉施設等調査」（平成２９年10月１日現在）の年齢別の保育所、保育
所型認定こども園、小規模保育所の利用者数比により按分したもの。

※「推計未就園児数」は、該当年齢人口から幼稚園在園者数、保育園在園者数及び、幼保連携型認定こども園在園者数を差し引いて推計したものである。
※四捨五入の関係により、合計が合わない場合がある。

幼稚園児

幼保連携型認定こども園児

96.3万人 100.2万人 97.4万人96.0万人 101.１万人 101.7万人（%）

該当年齢人口

保育園児

推計未就園児

12.9万人
（13.4％）

35.4万人
（35.3％）

41.5万人
（43.3％）

42.5万人
（43.6％）

42.6万人
（42.2％）

41.4万人
（40.7％）2.1万人（2.2％）

6.５万人（6.5％）

7.9万人（8.2％）

14.0万人（14.4％）

14.６万人（14.4％）14.7万人（14.4％）

81.3万人
（84.4％）

58.4万人
（58.2％）

46.6万人
（48.5％）

5.1万人
（5.2％）

2.7万人（2.7％） 1.7万人（1.7％）

35.８万人
（36.7％）

41.2万人
（40.8％）

43.9万人
（43.2％）

更新
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幼稚園・幼保連携型認定こども園・保育所 在園者数年次比較

子ども・子育て支援新制度施行

保育所 平成30年度 2,160,125人

幼稚園 平成30年度 1,207,884人

幼保連携型認定こども園 平成30年度 601,071人

昭和55年度 1,996,082

人

昭和53年度 2,497,895人

（注） ・幼稚園には幼稚園型認定こども園を、幼保連携型認定こども園には地方裁量型認定こども園を、保育所には保育所型認定こども園、特定地域型
保育事業（平成27年度以降）を含む。

・幼稚園の数値は「学校基本調査」（各年５月１日現在）より。
・幼保連携型認定こども園の数値は「認定こども園調査」（各年４月１日現在）より（平成27年度以降）。平成26年度以前は幼稚園及び保育所の両方

に算入。
・保育所の数値は「待機児童数調査」（各年４月１日現在）より（平成27年度以降）。（平成26年度以前は「社会福祉施設等調査」（各年10月１日現

在）より推計。） 19



【待機児童を解消】

東京都をはじめ意欲的な自治体を支援するため、待機児童解消に必要な受け皿約22万人分の予算を2018（平
成30）年度から2019（令和元）年度末までの２年間で確保。（遅くとも2020（令和2）年度末までの３年間で
全国の待機児童を解消）

【待機児童ゼロを維持しつつ、５年間で「Ｍ字カーブ」を解消】

「Ｍ字カーブ」を解消するため、2020（令和2）年度末までの３年間で女性就業率80％に対応できる約32
万人分の受け皿整備（当初５年間の計画を３年間に２年前倒し）。 （参考）スウェーデンの女性就業率：82.5％（2016）

「子育て安心プラン」 【平成29年６月２日公表】

「待機児童解消加速化プラン」
（５年間）

2013（Ｈ25）年度 2017（Ｈ29）年度末
2022（R4）

年度末
2019(R1)～

2020(R2)年度末

「子育て安心プラン」
（２～３年間）

待機児童数

女性(25-44歳)就業率

ゼロ

80％

２年前倒し

２年前倒しし、2020年度末までの
３年間で約32万人分の受け皿を整備

約32万人増約53.5万人増

自治体を支援し､２年間で待機児童を解消
するための受け皿整備の予算の確保
(遅くとも３年間で待機児童解消)

16,772人（H31.4)

76.5％(H30)
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新しい経済政策
パッケージ
（消費税財源）
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1.9%
1.9%

1.9%

2.0%

2.0%
2.0%

2.0%
2.0%

2.0%

2.85%

3.0%
3.0%

3.0%
3.0%

3.0%

2.85%

2.0%
2.0%

2.0%

1.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元/2年度(予定)

安心こども基金
において創設

保育緊急確保事業
で事業継続

（2012） （2013） （2014） （2015） （2016） （2017） （2018）
（2019/2020）

※R元年人勧準拠(R元補正/R2予算(案))

０．３兆円
超メニュー

０．７兆円
メニュー
（消費税財源）公定価格に

組み込む
（恒久化）

＋約３％
（月額約9,000円）

＋約５％
（月額約15,000円）

＋約７％
（月額約21,000円）

＋約８％
（月額約26,000円）

※26年人勧準拠
（26補正）

※27年人勧準拠
（27補正）

※28年人勧準拠(28補正)

※処遇改善等
加算

（賃金改善要件分）
消費税財源以外

※処遇改善等
加算Ⅰ

（賃金改善要件分）
消費税財源

※処遇改善等
加算Ⅰ

（賃金改善要件分）
消費税財源

（改善率）

※ 処遇改善等加算（賃金改善要件分）は、平成25、26年度においては「保育士等処遇改善臨時特例事業」により実施
※ 各年度の月額給与改善額は、予算上の保育士の給与改善額
※ 上記の改善率は、各年度の予算における改善率を単純に足し上げたものであり、24年度と比較した実際の改善率とは異なる。

保育士等の処遇改善の推移

＋約11％
＋最大４万円
（月額約35,000円
＋最大４万円）

※29年人勧準拠(29補正)

＋ ＋

＋約12％
＋最大４万円
（月額約38,000円
＋最大４万円）

※30年人勧準拠(30補正)

＋約14％
＋最大４万円
（月額約45,000円
＋最大４万円）

技能・経験に着目した更なる処遇改善

＋
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¥320

¥340

¥360

300000

350000

400000

450000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

「保育士数」と「保育士の年収」の推移

※ 「保育士数」は「社会福祉施設等調査（厚生労働省）」の各年10月１日時点の保育施設に従事する保育士の数（常勤換算従事者数）を元に、調査票の回収率を
踏まえ、厚生労働省（子ども家庭局）で推計したもの。

※ 平成27年以降は、保育教諭（主幹保育教諭、指導保育教諭、助保育教諭、講師を含む）及び小規模保育事業所における保育従事者及び家庭的保育者の
うち、保育士資格保有者の数を含む。

※ 「保育士の年収」は、「賃金構造基本統計調査（厚生労働省）」における各年６月の月収と前年の賞与から算出。

：保育士数（常勤換算）（左軸）

：保育士の年収（右軸）

40万人

320万円

「待機児童解消加速化プラン」
保育を支える保育人材の確保

０人

35万人

０円

340万円

325万円

324万円

315万円

310万円

317万円

323万円

45万人

35.2万人

35.7万人
37.0万人

39.4万人

41.2万人

38.1万人 327万円

さらなる
待遇改善策

43.9万人

342万円

360万円

46.4万人
358万円
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保育士の平均賃金等について

【年収換算・月収換算した賃金】

（出典） 平成30年賃金構造基本統計調査
（※） 「年収換算」：平成30年賃金構造基本統計調査における「きまって支給する現金給与額」に12を乗じ、「年間賞与その他特別給与額」を足した額
（※） 「月収換算」：「年収換算」を12で割った額
（※） 「きまって支給する現金給与額」とは、労働協約又は就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給さ

れる現金給与額のこと。手取額でなく、税込み額である。
現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、家族手当が含まれるほか、時間外勤務、休日出勤等超過労働給与も含まれる。

構成比 平均年齢 勤続年数
きまって
支給する
現金給与額

構成比 平均年齢 勤続年数
きまって
支給する
現金給与額

構成比 平均年齢 勤続年数
きまって
支給する
現金給与額

全職種 100.0% 42.3年 11.0年 323.9年 58.3% 42.1年 11.4年 341.7千円 41.7% 41.2年 8.8年 266.2千円

保育士 100.0% 36.8年 8.1年 239.3千円 5.8% 32.0年 5.9年 260.3千円 94.2% 37.1年 8.2年 238.0千円

幼稚園教諭 100.0% 33.7年 8.0年 241.3千円 4.6% 37.4年 10.6年 298.0千円 95.4% 33.5年 7.9年 238.6千円

看護師 100.0% 39.3年 8.2年 331.9千円 10.3% 36.9年 7.6年 341.3千円 89.7% 39.6年 8.3年 330.8千円

福祉施設介護員 100.0% 41.9年 7.0年 239.7千円 35.8% 39.0年 6.8年 254.7千円 64.2% 43.5年 7.2年 231.4千円

ホームヘルパー 100.0% 46.8年 7.5年 241.1千円 21.7% 40.1年 6.0年 259.1千円 78.3% 48.6年 7.8年 236.2千円

男女計 男 女

年収換算 月収換算 年収換算 月収換算 年収換算 月収換算

全職種 497.2万円 41.4万円 558.5万円 46.5万円 382.6万円 31.9万円

保育士 357.9万円 29.8万円 382.7万円 31.9万円 356.4万円 29.7万円

男女計 男 女
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【平均年齢、勤続年数、決まって支給する現金給与額】



◆ 「子育て安心プラン」に基づく約32万人分の保育の受け皿整備に伴い、保育の担い手となる保育人材（新たに約7.7万人）
を確保するため、処遇改善のほか、新規の資格取得、就業継続、離職者の再就職といった支援に総合的に取り組む。

保育人材の確保に向けた総合的な対策

就業継続支援

【養成校ルート】

○保育士修学資金貸付の実施（養成校に通う学生に対し、修学資金の一部を貸付け）【24補正～：R２予算案で貸付原資等を確保】

・卒業後、５年間の実務従事により返還を免除
・学費 ５万円（月額）など

○保育士資格取得支援事業の拡充（保育所等で働きながら養成校の卒業による資格の取得を目指す方への授業料の補助）

・補助対象者を常勤職員から非常勤職員を含む全職員に拡大 【30予算～】

【保育士試験ルート】 ※年２回の試験を実施（ 27年度：４府県で実施 → 29年度：全ての都道府県で実施）

○保育士試験による資格取得支援事業の拡充（保育士試験の合格による資格の取得を目指す方への教材費等の補助）

・支給対象期間を拡大（試験の１年前までに要した費用→試験の２年前までに要した費用） 【30予算～】

○保育所等におけるＩＣＴ化の推進
・保育士の業務負担を軽減するため、保育に関する計画・記録や保護者との連絡、子どもの登降園管理等の業務を

ＩＣＴ化するためのシステムの導入費用を支援する。 【27補正～：R１補正案】

○保育補助者の雇い上げ支援の拡充（保育士の業務を補助する方の賃金の補助）
・研修受講要件を緩和し、保育人材の裾野を拡大（子育て支援員研修の受講→保育所等での実習） 【30予算～】
・補助基準額の引き上げ（１施設１名分（226.4万円）→定員121人以上の施設：２名分（452.8万円）） 【30予算～】

○保育体制強化事業の拡充（清掃等の業務を行う方の賃金の補助）
・実施主体の拡大（待機児童解消加速化プラン参加市区町村→全ての市区町村）等 【30予算～】
・補助基準額の拡充（園外活動時の見守り等にも取り組む場合：月100千円→月150千円等） 【R２予算案】

○保育士宿舎借り上げ支援（補助額：一人当たりの月額を市区町村単位で設定（月額8.2万円を上限）【R２予算案】
・対象者の要件見直し（採用から10年以内の者 ※直近２か年の待機児童数と保育士の有効求人倍率の状況によって５年以内）【R２予算案】

新規資格取得支援

○保育士・保育所支援センターの拡充（潜在保育士の掘り起こしを行い、保育事業者とのマッチング支援（職業紹介）を実施）

・保育士・保育所支援センターにマッチングシステムを導入する費用を支援し、業務の効率化を図るとともに、
潜在保育士等保育人材のニーズに合わせた、よりきめ細かなマッチングを実施。（補助額700万円） 【R１予算～】

○潜在保育士再就職支援事業
・長いブランクによる潜在保育士の職場復帰への不安を軽減するため、保育所等が潜在保育士を非常勤として

試行的に雇用する際に行う研修等に要する費用を補助（補助額10万円） 【R1予算～】

○就職準備金貸付事業（再就職する際等に必要となる費用を貸し付け、２年間勤務した場合、返還を免除）

・貸付額の上限を引き上げ（20万円→40万円） 【28補正～：R2予算案で貸付原資等を確保】

離職者の再就職支援
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保育士対策の関係資料
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保育士試験の実施について
○ 保育士資格の新規取得者の確保を図るため、保育士試験の年２回実施を推進しており、平成27年度に
地域限定保育士試験を創設するとともに、平成28年度から通常の保育士試験を年２回実施。さらに、平
成29年度には、神奈川県において年３回目試験として地域限定保育士試験を実施。

【平成27年度】

○ 通常の保育士試験（47都道府県で実施）に加え、神奈川県、大阪府、沖縄県及び千葉県（対象地域：成田市）
において平成27年度に創設された地域限定保育士試験を、年２回目の試験として10月に実施。

【平成28年度】

○ 地域限定保育士試験に加え、通常の保育士試験のみを年２回実施する取組も広がり、年２回実施を行う
都道府県が大幅に拡大。

＜１回目試験＞（筆記試験：４月、実技試験：７月） ＜２回目試験＞（筆記試験：10月、実技試験：12月）

・通常の保育士試験として全ての都道府県で実施 ・45都道府県で２回目の通常の保育士試験を実施
・大阪府及び仙台市で地域限定保育士試験を実施
（宮城県のみ未実施。地域限定保育士試験に限り、指定都市が実施可能。）

【平成29年度～】

○ 全ての都道府県において年２回の試験を実施。
○ 神奈川県が独自試験として、地域限定保育士試験により年３回目の試験を実施。

＜１回目試験＞（筆記試験：４月、実技試験：７月） ＜２回目試験＞（筆記試験：10月、実技試験：12月）

・通常の保育士試験として全ての都道府県で実施 ・47都道府県で２回目の通常の保育士試験を実施

・大阪府では地域限定保育士試験を併せて実施

（平成29年度は、大阪府は地域限定保育士試験のみ実施）

＜神奈川県独自試験＞ （筆記試験：８月、実技講習会：10月～）

・神奈川県で地域限定保育士試験を実施

【地域限定保育士試験】

年２回実施に取り組みやすくなるよう、「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」（平成27年

法律第56号）により、資格取得後３年間は当該国家戦略特別区域内のみで保育士として働くことができ、４年目以降は全国で

働くことができる「地域限定保育士(正式名称：国家戦略特別区域限定保育士)」となるための試験制度を新たに創設。

多様な人材の参入を推進する観点から、人材の質を確保しながら、受験者に多様な選択肢を提供するため、平成28年11月に
省令改正を行い、地域限定保育士試験において、都道府県知事が「保育実技講習会」を実施する場合、当該講習会を修了する
ことにより、実技試験を免除する仕組みを導入。 26



平成３１（令和元）年度における保育士試験の年２回実施について

保育士確保を図るため、平成27年1月に策定した保育士確保プランに基づき、平成27年
9月に施行した改正後の国家戦略特別区域法において創設された地域限定保育士試験に加え、
通常の保育士試験についても、平成28年度から実施。

○概要

○実施時期

○実施自治体（２回目試験）

・通常試験（１回目）
筆記試験：平成３１年４月２０日（土）・２１日（日）
実技試験：令和元年６月３０日（日）

・地域限定保育士試験及び通常試験（２回目）
筆記試験：令和元年１０月１９日（土）・２０日（日）
実技試験：令和元年１２月８日（日）

１２，７００円（手数料払込票の郵送料等が別途必要）

○受験手数料

・通常試験
４７都道府県

・地域限定保育士試験
神奈川県（２回目の試験とは別日に３回目の試験を実施）
大阪府（２回目の試験と同日に３回目の試験を実施）

27



○ 幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有を促進するために、幼稚園教諭免許状所有者の保育士試験における保育士資格取得の
特例を設ける。

保育士資格取得の特例の概要

※新たな認定こども園制度施行（平成２７年４月以降）から10年後までの特例

【通常の制度】

指定保育士養成施設で68単位の教科目を修得し卒業 保育士試験で筆記試験(９科目)及び実技試験を合格または

【特例制度】 ※幼稚園教諭免許状所有者

保育士登録

○ 指定保育士養成施設において、以下の特例教科目を受講

福祉と養護‥2単位 保健と食と栄養‥2単位
乳児保育‥2単位 子ども家庭支援論‥2単位

○ 対象施設は以下のとおり

幼稚園、認定こども園、保育所、特別支援学校幼稚部、
小規模保育事業を実施する施設、事業所内保育事業を実施する施設、
特例保育を実施する施設、
認可外保育施設（認可外保育施設指導監督基準を満たし、一定規模の集団により
継続的に保育を行う施設）、幼稚園併設型認可外保育施設

（※）６時間×20日×３年（36ヶ月）＝4,320時間

（１） ８単位の修得

（２） ３年かつ4,320時間（※）の実務経験

（１）及び（２）の要件を満たした場合

保育士試験の筆記試験及び実技試験の免除

＜試験科目を免除できる場合＞

① 幼稚園教諭免許状所有により、保育士試験のうち、「保育の心理学」、
「教育原理」及び実技試験(保育実習実技)の免除

② ３年かつ4,320時間の実務経験により、上記科目に加えて「保育実習
理論」の免除

③ （１）で修得した単位数に応じて、上記科目に加えて、「社会福祉」、
「社会的養護」、「子どもの保健」、「子どもの食と栄養」、「保育原理」、
「児童家庭福祉」の免除

※②と③が特例によるもの。

保育士登録

※（１）及び（２）の順序は不問。

＜９科目及び実技試験＞
・「保育の心理学」、 「教育原理」、 「保育実習実技」
・「保育実習理論」
・「社会福祉」、「社会的養護」、「子どもの保健」、

「子どもの食と栄養」、「保育原理」、「児童家庭福祉」

＜その他＞

※実務経験がある場合で、１６単位の教科目を修得することにより、試験科目の全部を免除できる。

※実務経験がない場合で、３２単位の教科目を修得することにより、試験科目の全部を免除できる。 28



国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の概要

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律

経済社会の構造改革を更に推進し、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図り、並びに地域の活
性化を図るため、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法において、新たな規制の特例を設ける等の措置を講ずる。

平成27年７月８日成立
平成27年７月15日公布

施行期日 ① 公布の日から３ヶ月内において政令で定める日 → 平成27年9月1日

② その他 一部改正規定 → 公布の日（平成27年7月15日） 等

地域限定保育士の創設改正内容（抜粋）

保育士不足解消等に向け、都道府県が保育士試験を年間２回行うことを促すため、２回目の保育士試

験の合格者に、３年間は当該区域内のみで保育士として通用する「地域限定保育士」の資格を付与。

〈現状〉 ○ 保育士試験は、毎年１回、都道府県が行っている。

〈改正〉 ○ 国家戦略特区の区域を含む都道府県が行う２回目の試験の合格者には、３年間

当該特区区域内のみで保育士として通用する「地域限定保育士」の資格を付与する。

○ 当該３年経過後は、「保育士」として地域を限定せずに働くことが可能となる。

認定こども園における地域限定保育士の取扱いについて

・ 保育教諭となるための要件である「保育士の登録を受けた者」に「地域限定保育士」を含める。

【国家戦略特区法第１２条の４】

・ 園長、副園長又は教頭となるための要件の１つである「保育士の登録を受けた者」に「地域限定保育士」を

含める。 【認こ園基準第５条・認こ法施行規則第１２条】

・ 満３歳未満の子どもの保育に従事する者に「地域限定保育士」を含める。 【施設運営基準告示第３】
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［従うべき基準の主な内容］
＜職員配置基準＞

・保育士

・０歳児 ３人に保育士１人（３：１） ・１・２歳児 ６：１
・３歳児 ２０：１ ・４歳以上児 ３０：１
※３歳児については、１５：１で実施の場合加算あり
※ただし、保育士は最低２名以上配置

・保育士の他、嘱託医及び調理員は必置 ※ 調理業務を全て委託する場合は、調理員を置かなくても可

＜設備の基準＞
・ ０、１歳児を入所させる保育所 ： 乳児室又はほふく室及び調理室

→ 乳児室の面積 ： 1.65㎡以上／人 ほふく室の面積 ： 3.3㎡以上／人
・ ２歳以上児を入所させる保育所 ： 保育室又は遊戯室及び調理室

→ 保育室又は遊戯室の面積 ： 1.98㎡以上／人

［参酌すべき基準の主な内容］
・屋外遊戯場の設置 ・必要な用具の備え付け ・耐火上の基準
・保育時間 ・保護者との密接な連絡

○保育所の基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）
で区分された「従うべき基準」「参酌すべき基準」に従い、都道府県・指定都市・中核市
が条例により定める。

保育所の設備運営基準

※従うべき基準であっても地方自治体がこれを上回る基準を定めることは可能である。
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① 朝夕など児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例

○ 保育士最低２人配置要件について、朝夕など児童が少数となる
時間帯においては、保育士２名のうち１名は子育て支援員研修を
修了した者等に代替可能とする。

※１ 都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者（子育て支援員
研修を修了した者のほか、保育所で保育業務に従事した期間が十分にある者や、
家庭的保育者など）に代替可能

② 幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用に係る特例

○ 保育士と近接する職種である幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を、保育士に代えて
活用可能とする。

※２ 幼稚園教諭は３歳以上児、小学校教諭は５歳児を中心に保育することが望ましい
※３ 保育を行う上で必要な研修（子育て支援員研修など）の受講を求める

③ 保育所等における保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例

○ 保育所等を８時間を超えて開所していることなどにより、認可の際に最低基準上必要となる
保育士数（例えば15名）を上回って必要となる保育士数（例えば15名に追加する３名）について、
子育て支援員研修を修了した者等に代替可能とする。

※４ ①における要件に加え、保育士資格取得を促していく

保育所等における保育士配置に係る特例 【平成28年４月から実施】

7:00～8:30 17:30～20:00
保育士A
保育士B
保育士C
保育士D
無資格E
無資格F

8:30～17:30
16:00

11:00

7:00～8:30 17:30～20:00

保育士A
保育士B
保育士C
保育士D

8:30～17:30

16:00

11:00

【対応前】

【対応後】

※②③の特例適用に当たっては、全体で１／３を超えない（保育士を２／３以上配置する）ことが必要

（待機児童を解消し、受け皿拡大が一段落するまでの緊急的・時限的な対応）
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保育士等キャリアアップ研修ガイドラインの概要

○ 保育現場におけるリーダー的職員の育成に関する研修について、一定の水準を確保するため、研修の内容や研修の実施方法など、必要な事項を
定めるガイドラインを策定

（「保育士等キャリアアップ研修の実施について」（平成29年４月１日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）（令和元年６月24日付一部改正））

実施主体

・ 都道府県又は都道府県知事の指定した研修実施機関

※ 都道府県が適当と認める団体に委託することも可能。

※ 研修実施機関は、市区町村、指定保育士養成施設又は就学前の子ど
もに対する保育に関する研修の実績を有する非営利団体に限る。

【専門分野別研修】

①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育・アレルギー対応、
⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援

＜対象者＞

・ 保育所等の保育現場において、各専門分野に関してリーダー的な
役割を担う者（当該役割を担うことが見込まれる者を含む。）

・ 研修修了の評価については、１５時間以上の研修の受講を確認
するとともに、研修の受講後にレポートを提出させるなど、研修内容に
関する知識及び技能とそれを実践する際の基本的な考え方や心得の
認識を確認するものとする。

研修分野・対象者

研修修了の評価

・ 都道府県及び研修実施機関は、研修修了者に対し、修了証を交付
する。 （修了証は全国で有効。）

・ 都道府県及び研修実施機関は、研修修了者の情報管理を行うこと
とし、保育士登録番号や氏名、生年月日、住所等を記載した研修修
了者名簿を作成する。

研修修了の情報管理

○ 保育現場においては、園長、主任保育士の下で、初任後から中堅までの職員が、多様な課題への対応や若手の指導等を行うリーダー的な役割
を与えられて職務にあたっており、こうした職務内容に応じた専門性の向上を図るため、研修機会を充実させることが重要。

【マネジメント研修】

＜対象者＞

・ 各分野におけるリーダー的な役割を担う者としての経験があり、
主任保育士の下でミドルリーダーの役割を担う者（当該役割を担うこと
が見込まれる者を含む。）

【保育実践研修】

＜対象者＞

・ 保育所等の保育現場における実習経験の少ない者（保育士試験
合格者等）又は長期間、保育所等の保育現場で保育を行っていない
者（潜在保育士等）

・ １分野１５時間以上とする。
※園内研修を受講する場合は、１分野最大４時間の研修時間短縮

研修時間

・ 指定保育士養成施設の教員又は研修内容に関して、十分な知識
及び経験を有すると都道府県知事が認める者

講師

・ 研修実施機関は、研修会場の所在地の都道府県に指定の申請を
行うものとする。

・ 指定を受けた研修について、翌年度にも実施しようとする場合、届出
書を提出することにより、翌年度も引き続き指定の効力を有する。

指定手続き
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・保育における環境構成

・子どもとの関わり方

・身体を使った遊び

・言葉・音楽を使った遊び

・物を使った遊び

・マネジメントの理解

・リーダーシップ

・組織目標の設定

・人材育成

・働きやすい環境づくり

・乳児保育の意義

・乳児保育の環境

・乳児への適切な関わり

・乳児の発達に応じた保育内容

・乳児保育の指導計画、記録及び評価

・幼児教育の意義

・幼児教育の環境

・幼児の発達に応じた保育内容

・幼児教育の指導計画、記録及び評価

・小学校との接続

・障害の理解

・障害児保育の環境

・障害児の発達の援助

・家庭及び関係機関との連携

・障害児保育の指導計画、記録及び評価

・栄養に関する基礎知識

・食育計画の作成と活用

・アレルギー疾患の理解

・保育所における食事の提供ガイドライン

・保育所におけるアレルギー対応ガイドライン

・保健計画の作成と活用

・事故防止及び健康安全管理

・保育所における感染症対策ガイドライン

・保育の場において血液を介して感染する

病気を防止するためのガイドライン

・教育・保育施設等における事故防止及び

事故発生時の対応のためのガイドライン

・保護者支援・子育て支援の意義

・保護者に対する相談援助

・地域における子育て支援

・虐待予防

・関係機関との連携、地域資源の活用

保育士等キャリアアップ研修の分野及び内容

研修分野 ねらい 内容

①乳児保育

（主に０歳から３歳
未満児向けの保育
内容）

・ 乳児保育に関する理解を深め、

適切な環境を構成し、個々の子ども

の発達の状態に応じた保育を行う力

を養い、他の保育士等に乳児保育に

関する適切な助言及び指導ができる

よう、実践的な能力を身に付ける。

・ 幼児教育に関する理解を深め、

適切な環境を構成し、個々の子ども

の発達の状態に応じた幼児教育を

行う力を養い、他の保育士等に幼児

教育に関する適切な助言及び指導

ができるよう、実践的な能力を身に

付ける。

②幼児教育

（主に３歳以上児
向けの保育内容）

③障害児保育

・ 障害児保育に関する理解を深め、

適切な障害児保育を計画し、個々の

子どもの発達の状態に応じた障害児

保育を行う力を養い、他の保育士等

に障害児保育に関する適切な助言

及び指導ができるよう、実践的な能力

を身に付ける。

研修分野 ねらい 内容

④食育・
アレルギー対応

・ 食育に関する理解を深め、適切に
食育計画の作成と活用ができる力を
養う。

・ アレルギー対応に関する理解を
深め、適切にアレルギー対応を行う
ことができる力を養う。

・ 他の保育士等に食育・アレルギー
対応に関する適切な助言及び指導
ができるよう、実践的な能力を身に付
ける。

・ 保健衛生に関する理解を深め、
適切に保健計画の作成と活用が
できる力を養う。

・ 安全対策に関する理解を深め、
適切な対策を講じることができる力
を養う。

・ 他の保育士等に保健衛生・安全
対策に関する適切な助言及び指導
ができるよう、実践的な能力を身に
付ける。

⑤保健衛生・
安全対策

⑥保護者支援・
子育て支援

・ 保護者支援・子育て支援に関する

理解を深め、適切な支援を行うこと

ができる力を養い、他の保育士等に

保護者支援・子育て支援に関する

適切な助言及び指導ができるよう、

実践的な能力を身に付ける。

マネジメント

・ 主任保育士の下でミドルリーダー

の役割を担う立場に求められる役割

と知識を理解し、自園の円滑な運営

と保育の質を高めるために必要な

マネジメント・リーダーシップの能力を

身に付ける。

保育実践

・ 子どもに対する理解を深め、保育

者が主体的に様々な遊びと環境を

通じた保育の展開を行うために必要

な能力を身に付ける。

研修分野 ねらい 内容 研修分野 ねらい 内容
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副主任保育士 ※ライン職

【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ マネジメント＋３つ以上の分野

の専門研修を修了
エ 副主任保育士としての発令

専門リーダー ※スタッフ職

【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ ４つ以上の分野の専門研修を修了

エ 専門リーダーとしての発令

職務分野別リーダー

【要件】
ア 経験年数概ね３年以上
イ 担当する職務分野（左記①～⑥）の研修を修了
ウ 修了した研修分野に係る職務分野別リーダー※としての発令
※乳児保育リーダー、食育・アレルギーリーダー 等
※同一分野について複数の職員に発令することも可能

キャリアアップ研修の創設（H29）

→以下の分野別に研修を体系化

※ 研修の実施主体：都道府県等

※ 研修修了の効力：全国で有効

※ 研修修了者が離職後再就職
する場合：以前の研修修了の
効力は引き続き有効

園長
＜平均勤続年数24年＞

主任保育士
＜平均勤続年数21年＞

保育士等 ＜平均勤続年数８年＞

【専門研修】
①乳児保育 ②幼児教育
③障害児保育 ④食育・アレルギー
⑤保健衛生・安全対策
⑥保護者支援・子育て支援

【マネジメント研修】
【保育実践研修】

新新

新

※新たな名称はすべて仮称研修による技能の習得により、
キャリアアップができる仕組み
を構築

保育士等（民間）に関するキャリアアップ・処遇改善のイメージ（２・３号関係）

＜標準規模の保育園（定員90人）の職員数＞
※公定価格上の職員数
園長１人、主任保育士１人、保育士12人、
調理員等３人 合計17人

月額５千円の処遇改善 ※標準規模の園で３人
（園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／５）

月額４万円の処遇改善 ※標準規模の園で５人
（園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／３）

※１．一人当たりの処遇改善額及び対象者数については、各保育所等での人員配置や賃金体系の実情を踏まえ、一定の要件の下で柔軟な運用を認めている。
※２．「園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／３及び１／５」とは、公定価格における職員数に基づき算出したものである。
※３．研修に係る加算要件については、研修の受講を促進し、2022年度を目途に、研修受講の必須化を目指すこととしている。

（2021年度までは研修の受講要件を課さず、2022年度開始までに、研修の受講状況等を踏まえ、2022年度からの必須化を判断）
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保育士修学資金貸付等事業【新規】

【事業内容】

保育人材確保事業を着実に実施するため、都道府県・指定都市で実施している保育士修学資金貸付等事業の貸付原資等
の充実や新規に貸付事業を実施する自治体への支援を行う。

【実施主体】都道府県・指定都市

【補助割合】国：９／１０、都道府県・指定都市：１／１０

１．保育士修学資金貸付

○貸付額（上限）
ア 学 費 5万円（月額）
イ 入学準備金 20万円（初回に限る）
ウ 就職準備金 20万円（最終回に限る）
エ 生活費加算 4～5万円程度（月額）
※生活保護受給者及びこれに準ずる経済状況の者に限る

※貸付期間：最長２年間

○貸付額(上限) 5.4万円の半額(月額)

※貸付期間：１年間

○貸付額(上限) 就職準備金 40万円

２．保育補助者雇上支援

３．未就学児をもつ保育士の
保育所復帰支援

４．潜在保育士の再就職支援

○ 保育士の雇用管理改善や労働環境改善に積極的に取り組んでいる保育
事業者に対し、保育士資格を持たない保育補助者の雇い上げに必要な費用
の貸付けにより、保育士の負担を軽減

○ 施設全体の保育従事者に占める未就学児をもつ保育従事者の割合が２割
以上の保育所等については、短時間勤務の保育補助者を追加配置に必要な
費用を貸付

○ 保育補助者が原則として３年間で保育士資格を取得又はこれに準じた
場合、返還を免除

○ 未就学児を有する潜在保育士が支払うべき未就学児の保育料の一部の
貸付けにより、再就職を促進

○ 再就職後、２年間の実務従事により返還を免除

○ 潜在保育士が再就業する場合の就職準備金の貸付けにより、潜在保育士
の掘り起こしを促進

○ 再就職後、２年間の実務従事により返還を免除

○保育補助者雇上費貸付額(上限)

295.3万円(年額)

※貸付期間：最長３年間

○保育補助者(短時間勤務)雇上費貸付額(上限)

221.5万円(年額)

※貸付期間：最長３年間

○ 保育士養成施設に通う学生に対し、修学資金の一部を貸付け

○ 卒業後、５年間の実務従事により返還を免除

○貸付額(上限) 事業利用料金の半額
※貸付期間：２年間

○ 保育所等に勤務する未就学児をもつ保育士について、勤務時間（早朝
又は夜間）により、自身の子どもの預け先がない場合があることから、
ファミリー・サポート・センター事業やベビーシッター派遣事業を利用
する際の利用料金の一部を支援

○ ２年間の勤務により返還を免除

５．未就学児を持つ保育士の
子どもの預かり支援

【貸付事業のメニュー】

（保育対策総合支援事業費補助金 令和２年度予算案：394億円の内数）
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保育士資格取得支援事業

２．保育士試験合格による資格取得の支援【試験ルート】

【事業内容】
○ 保育士試験による資格取得支援事業

・保育士試験の合格を目指す者に対し、保育士試験のための学習に要した費用の一部を補助することにより、保育士の増加を図る。

【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市

【支給対象期間】 保育士試験（筆記試験）から起算して２年前までに要した費用

【補助基準額（案）】 保育士試験受験のための学習に要した経費（教材費等）の1/2（上限150千円）

【補助割合】 国：1/2 都道府県・指定都市・中核市：1/2

【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市

【対象者】 常勤職員及び非常勤職員

【支給方法】 資格取得後に一括して支給

【補助基準額（案）】 受講料の1/2（上限300千円）、代替職員経費：１人１日当たり 7千円

【補助割合】 国：1/2 都道府県・指定都市・中核市：1/2

１．養成校卒業等による資格取得の支援【養成校ルート】

【事業内容】
① 保育所等保育士資格取得支援事業

・保育所等に勤務する保育従事者が通信制等の養成校を卒業することにより、資格を取得した場合、受講料等の一部を補助する。

② 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業、
幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

・幼稚園教諭が養成校での科目履修により資格を取得した場合、受講料等の一部を補助する。

③ 認可外保育施設保育士資格取得支援事業
・認可外保育施設で勤務する保育従事者が通信制等の養成校を卒業することにより、資格を取得した場合、受講料等の一部を補助する。

（保育対策総合支援事業費補助金 令和元年度予算：394億円の内数 → 令和２年度予算案：394億円の内数）
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保育所等におけるＩＣＴ化推進事業

【事業内容】

保育士の業務負担軽減を図るため、保育に関する計画・記録や保護者との連絡、子どもの登降園管理等の業務のＩＣＴ化を行うために必要な
システムの導入費用及び外国人の子どもの保護者とのやりとりに係る通訳や翻訳のための機器の購入にかかる費用の一部を補助する。

また、認可外保育施設において、保育記録の入力支援など、保育従事者の業務負担軽減につながる機器の導入に係る費用の一部を補助し、事故防止に
つなげる。

さらに、病児保育事業等において、空き状況の見える化や予約・キャンセル等のＩＣＴ化を行うために必要なシステムの導入費用の一部を補助する。

【実施主体】 都道府県、市区町村
【補助基準額(案)】（１）業務のICT化を行うためのシステム導入 １施設当たり 1,000千円

翻訳機等の購入 １施設当たり 150千円
（２）認可外保育施設における機器の導入 １施設当たり 200千円
（３）病児保育事業等の業務（予約・キャンセル等）のICT化を行うためのシステム導入

①１自治体当たり 8,000千円
②１施設当たり 1,000千円

【補助割合】 （１）国：１／２、市区町村：１／４、事業者：１／４
（２）国：１／２、都道府県・市区町村：１／４、事業者：１／４
（３）①国：１／２、市区町村：１／２ ②国：１／２、市区町村：１／４、事業者：１／４

※（１）～（３）について、地方自治体が運営する施設(＊)を対象にする場合は、国：１／２、自治体：１／２
＊（１）～（２）は財政力指数が1.0未満の地方自治体が対象。

市区町村
保育所等

【業務負担が軽減される例】

○保育に関する計画・記録

・手書きで作成していた各期間（年・月・週・日）ごとの指導計画や保育日誌
について、システムにより、関連する項目が自動的に入力される。

○登降園管理

・手作業で行っていた子どもの出欠状況の集計や延長保育料金の計算について、
タッチパネル式の機器の導入により、登園・降園時間がシステムで管理され、
出欠状況の集計や延長保育料金の計算が自動的に行われる。

業務支援システム・
翻訳機等

① 申請

③ 補助

② システムの導入等
による業務のＩＣＴ
化の実施

(１)業務のICT化を行うためのシステム導入 （２）認可外保育施設における機器の導入

都道府県等
認可外

保育施設

業務支援の
ための機器

① 申請

③ 補助

② 機器の導入
による業務
負担軽減

※ 業務支援のための機器を活用することで、保育記録
など保育従事者の業務負担を軽減する。

（保育対策総合支援事業費補助金 令和元年度補正予算案：3.6億円）
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【事業内容】
保育所等における保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目的として、保育士の補助を行う保育補助者の雇上げに

必要な費用を補助する。

【保育補助者の要件】

保育所等での実習等を修了した者等

【補助基準額（案）】

定員121人未満の施設：年額2,264千円

定員121人以上の施設：年額4,528千円

【保育所】【市区町村】

補助
保育所等において保育士を補助

保育士として
引き続き勤務

○保育士の養成校を卒業
（夜間・通信制は３年間）

【保育補助者】

保
育
士
資
格
取
得

○保育士試験合格

又は

保育士の業務負担軽減 ⇒ 離職防止

【補助割合】

国：3/4、都道府県1/8・市区町村（指定都市・中核市除く）1/8

国：3/4、市区町村1/4

保育補助者雇上強化事業

雇上げ

保育士へのステップアップ

※資格取得支援事業を活用

【実施主体】 市区町村

（保育対策総合支援事業費補助金 令和元年度予算：394億円の内数 → 令和２年度予算案：394億円の内数）
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【事業内容】

清掃業務や遊具の消毒、給食の配膳、寝具の用意、片付け、外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳や、
園外活動時の見守り等といった保育に係る周辺業務を行う者（保育支援者）の配置の支援を行い、保育士の業務
負担の軽減を図る。

≪拡充≫
保育支援者の業務に「園外活動時の見守り等」を加えるほか、キッズ・ガード（仮称）への謝金等を補助する

ことで、保育所外等での活動において、子どもが集団で移動する際の安全確保を図る。

【実施主体】 市区町村が認めた者

【補助基準額(案)】 １か所当たり 月額100千円
※1 保育支援者が「園外活動時の見守り等」にも取り組む場合

１か所当たり 月額150千円
・勤務時間の上乗せ及び傷害保険加入料を追加
＊保育支援者が、市区町村が認めた交通安全に関する講習会等に参加することを

要件とする

※2 キッズ・ガード（仮称）に謝金を支払う場合又は園外活動時の見守り等を委託する
場合 １か所当たり 月額 50千円

【補助割合】 国：１／２、都道府県：１／４、市区町村：１／４
国：１／２、市区町村：１／２

【対象施設】 保育所、幼保連携型認定こども園

保育体制強化事業【拡充】

（保育対策総合支援事業費補助金 令和元年度予算：394億円の内数 → 令和２年度予算案：394億円の内数）
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【事業内容】
保育士確保対策として、保育所等の事業者が保育士用の宿舎を借り上げるための費用の一部を支援することによって、保育

士が働きやすい環境を整備する。

【実施主体】子育て安心プラン実施計画の採択を受けている市区町村

【対 象 者】 採用された日から起算して10年以内の常勤の保育士

【補助基準額（案）】
月額82,000円を上限として、市区町村別に一人当たりの月額（上限）の金額を設定

※ 全国一律の補助基準額（月額82,000円）について、現行の月額82,000円を上限としつつ、地域の実勢に合わせ、住宅・土地
統計調査に基づく市区町村単位の金額設定に見直し。

※ 令和元年度に事業の対象だった者で、引き続き令和２年度も事業の対象となる場合は、令和元年度の補助基準額を適用する経過
措置を設定。

【補助割合】 国：1/2、市区町村：1/4、事業者：1/4

＜要件見直し＞
※ ただし、以下の場合は５年以内とする。
【 現 行 】 直近４月１日時点の待機児童数が50人未満、かつ、直近１月の有効求人倍率が全国平均以下の市区町村

見直しの ・待機児童解消の取組が評価されない仕組みを見直すとともに、一方で、待機児童解消の取組が進んでいない場合には５年以内に据え置く
考え方 ・対象者の年数（５年又は10年以内）の予見可能性を上げることで、保育士募集に際して支障が生じないよう見直す

【見直し後 】直近２か年の４月１日時点の待機児童数が連続して50人未満、かつ、直近２か年の１月の保育士の有効求人倍率が連続して
全国平均以下の市区町村
ただし、待機児童数が50人未満（前年度）から50人以上（事業実施年度）となった場合で、かつ、直近２か年の１月の保育士の
有効求人倍率が連続して全国平均以下の市区町村も５年以内とする

種目 基準額 対象経費

保育士宿舎
借り上げ
支援事業

１人当たり月額 82,000円 保育士宿舎借り上げ支援
事業を実施するために
必要な役務費、委託料、使
用料、賃借料等

種目 基準額 対象経費

保育士宿舎
借り上げ
支援事業

１人当たり月額 別紙のとおり
（※）

保育士宿舎借り上げ支援
事業を実施するために 必
要な役務費、委託料、使用
料、賃借料等

（※）別紙は、市区町村毎に、住宅・土地統計調査に基づく金額を補助
基準額として設定。

（参考）補助基準額の見直しイメージ
（現行） （見直し後）

保育士宿舎借り上げ支援事業【要件見直し】

（保育対策総合支援事業費補助金 令和元年度予算：394億円の内数 → 令和２年度予算案：394億円の内数）
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【主な事業内容】

○潜在保育士に対する取組

・再就職に関する相談・就職あっせん、求人情報の提供

○人材バンク機能等の活用
・保育所への離職時に保育士・保育所支援センターに登録し、再就職支援（求人情報の提供や研修情報の提供）を実施
・また、新たに保育士登録を行う者に対しても保育士・保育所支援センターへの登録を促し、登録された保育士に対し、就業状況等の現況の確認や

就職支援等を行うことにより、潜在保育士の掘り起こしを行う。

【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市

【補助基準額（案）】

保育士・保育所支援センター運営費：4,300千円
保育士再就職支援コーディネーター雇上費：4,000千円

※マッチングの実績が年50件以上ある場合、4,000千円（１名分）を加算
※待機児童対策協議会参加自治体の場合、コーディネーターの更なる追加配置を支援

復職前研修実施経費：465千円
離職した保育士等に対する再就職支援：4,030千円
保育士登録簿を活用した就職促進：3,517千円
マッチングシステム導入費：7,000千円

【補助割合】 国：1/2 都道府県・指定都市・中核市：1/2

①卒業生に対する

連絡依頼

②卒業名簿等を活用した
OB・OGへの連絡

【保育士・保育所支援センターの取組例】

ⅱ再就職の希望等を連絡

指定保育士養成施設

卒業生
（潜在保育士等）

ハローワーク

連携

保育士

離職した保育士③再就職の希望等を連絡

ⅰ保育士登録名簿を活用した情報発信
ⅲ再就職支援機関、求人情報の提供や再就職

前研修情報の提供

ア 登録 ※保育士登録の際にセンターへの登録勧奨

ウ 研修情報提供・
就職あっせん

イ 就業状況等の現況確認

エ 就職相談

保育士・保育所支援センター
（都道府県等）

④再就職支援機関やその支援メニュー、求人情報の提供や再就職前研修情報の提供

保育士・保育所支援センター設置運営事業

コーディネーター

（保育対策総合支援事業費補助金 令和元年度予算：394億円の内数 → 令和２年度予算案：394億円の内数）
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42

全国の保育士・保育所支援センター（平成31年４月現在）

※45都道府県64箇所が実施。うち28自治体で社会福祉協議会が実施。
※栃木県、神奈川県、静岡県、滋賀県、熊本県は管内の指定都市、中核市と合同で設置しているため、合わせて１件としている。

NO 都道府県名 NO 都道府県名

1 北海道 北海道 保健福祉部福祉局地域福祉課 33 堺市 堺市 子育て支援部幼保運営課

2 札幌市 一般社団法人　札幌市私立保育園連盟 札幌市保育士・保育所支援センター 34 高槻市 高槻市 子ども未来部保育幼稚園総務課

3 青森県 社会福祉法人　青森県社会福祉協議会 青森県保育士・保育所支援センター 35 豊中市 豊中市 こども未来部こども事業課

4 岩手県 社会福祉法人　岩手県社会福祉協議会 福祉人材研修部 36 枚方市 枚方市 子ども青少年部　子育て事業課

5 宮城県 一般社団法人　宮城県保育協議会 宮城県保育士・保育所支援センター 37 兵庫県 公益社団法人　兵庫県保育協会 兵庫県保育士・保育所支援センター

6 秋田市 秋田市 子ども未来部子ども育成課 38 神戸市 公益社団法人　神戸市私立保育園連盟 神戸市保育士・保育所支援センター

7 山形県 社会福祉法人　山形県社会福祉協議会
山形県福祉人材センター
（コーディネーター窓口）

39 姫路市 姫路市 姫路市保育士・保育所支援センター

8 福島県 社会福祉法人　福島県社会福祉協議会
福島県保育士・保育所支援センター

（県社協　人材研修課内）
40 明石市 明石市 明石市保育士総合サポートセンター

9 郡山市 郡山市
郡山市保育士・保育所支援センター

（こども部こども育成課内）
41 奈良県 社会福祉法人　奈良県社会福祉協議会 奈良県保育士人材バンク

10 茨城県 マンパワーグループ株式会社 いばらき保育人材バンク 42 和歌山県 社会福祉法人　和歌山県社会福祉協議会 和歌山県福祉人材センター

11
栃木県

（宇都宮市）
社会福祉法人　栃木県社会福祉協議会

とちぎ保育士・保育所支援センター
（福祉人材・研修センター）

43 鳥取県 社会福祉法人　鳥取県社会福祉協議会 鳥取県保育士・保育所支援センター

12 前橋市 前橋市
前橋市保育士・保育所支援センター

（福祉部　子育て施設課内）
44 島根県 社会福祉法人　島根県社会福祉協議会 島根県福祉人材センター

13 埼玉県 社会福祉法人　埼玉県社会福祉協議会 埼玉県保育士・保育所支援センター 45 岡山県 岡山県 岡山県保育士・保育所支援センター

14 千葉県 社会福祉法人　千葉県社会福祉協議会 ちば保育士・保育所支援センター 46 岡山市 岡山市 岡山市保育士・保育所支援センター

15 東京都 社会福祉法人　東京都社会福祉協議会 東京都保育人材・保育所支援センター 47 倉敷市 倉敷市 倉敷市保育士・保育所支援センター

16
神奈川県

（横浜市・川崎市
横須賀市・相模原市）

社会福祉法人　神奈川県社会福祉協議会
かながわ保育士・保育所支援センター
（かながわ福祉人材センター内）

48 広島県 広島県
広島県保育士人材バンク
（安心保育推進課内）

17 相模原市 パーソルテンプスタッフ　株式会社 相模原市総合就職支援センター 49 山口県 社会福祉法人　山口県社会福祉協議会 山口県福祉人材センター

18 新潟県 新潟県保育連盟 新潟県保育サポートセンター 50 徳島県 社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会 徳島県福祉人材センター　アイネット

19 富山県 社会福祉法人　富山県社会福祉協議会 施設団体支援課 51 香川県 社会福祉法人　香川県社会福祉協議会
福祉人材センター

(香川県保育士人材バンク)

20 石川県 社会福祉法人　石川県社会福祉協議会
石川県福祉の仕事マッチングサポートセ

ンター
52 愛媛県 社会福祉法人　愛媛県社会福祉協議会 福祉人材部人材研修課

21 長野県 社会福祉法人　長野県社会福祉協議会 長野県保育士人材バンク 53 高知県 社会福祉法人　高知県社会福祉協議会 高知県福祉人材センター

22 岐阜県 岐阜県 岐阜県保育士・保育所支援センター 54 福岡県 公益社団法人　福岡県保育協会 福岡県保育士就職支援センター

23
静岡県

（静岡市）
社会福祉法人　静岡県社会福祉協議会 社会福祉人材センター 55 北九州市 北九州市 子ども家庭局子ども家庭部保育課

24 愛知県 社会福祉法人　愛知県社会福祉協議会 愛知県保育士・保育所支援センター 56 福岡市 福岡市 福岡市保育士・保育所支援センター

25 豊橋市 豊橋市 豊橋市保育士・保育所支援窓口 57 久留米市 久留米市 保育士・保育所支援センター

26 岡崎市 岡崎市 岡崎市保育士・保育所支援センター 58 佐賀県 社会福祉法人　佐賀県社会福祉協議会 佐賀県福祉人材・研修センター

27 三重県 社会福祉法人　三重県社会福祉協議会 三重県保育士・保育所支援センター 59 長崎県 一般社団法人　長崎県保育協会 長崎県保育士・保育所支援センター

28
滋賀県

（大津市）
一般社団法人　滋賀県保育協議会 滋賀県保育士・保育所支援センター 60

熊本県
（熊本市）

社会福祉法人　熊本県社会福祉協議会 熊本県福祉人材・研修センター

29 京都府 社会福祉法人　京都府社会福祉協議会 京都府保育人材マッチング支援センター 61 大分県 大分県保育連合会 大分県保育士・保育所支援センター

30 京都市 公益財団法人　京都市保育園連盟 京都市保育人材サポートセンター 62 宮崎県
特定非営利活動法人みやざき子ども文化

センター
宮崎県保育士支援センター

31 大阪府 社会福祉法人　大阪府社会福祉協議会 大阪府保育士・保育所支援センター 63 鹿児島市 一般社団法人　鹿児島市保育園協会 鹿児島市保育士・保育所支援センター

32 大阪市 一般社団法人　大阪市私立保育連盟 大阪市保育士・保育所等支援センター 64 沖縄県
NPO法人沖縄県学童・保育支援センター

株式会社琉球新報開発
沖縄県保育士・保育所総合支援センター

実施団体 実施団体



潜在保育士再就職支援事業

【事業内容】
○ 離職後のブランクが長くなった潜在保育士が抱く職場復帰への不安を軽減するため、保育士・保育所
支援センター等の紹介（マッチング）により、保育所等が潜在保育士を非常勤として試行的に雇用する際
に行う研修等に要する費用を補助する。

【実施主体】
市区町村

【補助基準額(案)】
100千円

【補助割合】
国：１／２、市区町村：１／２

【潜在保育士へのメリット】

○ 職場復帰への不安を軽減

○ 研修等を通じて、最新の保育

に係る知識や技術を習得

【保育所等へのメリット】

○ 潜在保育士を雇う際に、より

きめ細かな支援が可能

○ 潜在保育士の職場定着を促進

保育所等

潜在保育士
保育士・保育所支援センター、

市役所の人材センター

紹介

申請

補助

市役所

採用

１．保育所等におけるOJT等を支援

２．園内研修に外部講師を呼ぶための費用を支援

採用された保育所等で、主任保

育士などがOJTを行う場合に、

地域子育て支援の代替職員にか

かる費用等を補助

主任保育士
復帰した
保育士

潜在保育士向けの研修として、

外部講師を呼んで園内研修を

実施する際に要する費用を補助

復帰した
保育士

園内研修

OJT

参加

（保育対策総合支援事業費補助金 令和元年度予算：394億円の内数 → 令和２年度予算案：394億円の内数）
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幼児教育・保育の無償化の概要

○ 「新しい経済政策パッケージ」、「骨太の方針2018」、「幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針」等を踏まえ、令和元年５月10日
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立。同年10月１日から実施。

○ 趣旨：幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成や義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性

（１）幼稚園、保育所、認定こども園等

● ３～５歳：幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育（標準的な利用料）の利用料を無償化

※ 新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限2.57万円（注：国立大学附属幼稚園0.87万円、国立特別支援学校幼稚部0.04万円）まで無償化

※ 開始年齢 … 原則、小学校就学前の３年間を無償化。ただし、幼稚園については、学校教育法の規定等に鑑み、満３歳から無償化

※ 保護者が直接負担している通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外。食材料費については、保護者が負担する考え方を維持。
３～５歳は施設による徴収を基本。低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、免除対象者を拡充（年収360万円未満相当世帯）

● ０～２歳：上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化

（２）幼稚園の預かり保育

● 保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じて、月額1.13万円までの範囲で無償化

※ 保育の必要性の認定 …  ２号認定又は２号認定と同等の認定（無償化給付のために新たに法制化）

※ 預かり保育は子ども・子育て支援法の一時預かり事業（幼稚園型）と同様の基準を満たすよう指導・監督

（３）認可外保育施設等

● ３～５歳：保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額（月額3.7万円）までの利用料を無償化

※ 認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象

※ 上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が
認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象

※ 都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要。ただし、経過措置として５年間の猶予期間を設定

● ０～２歳：保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料を無償化

１．総論

２．対象者・対象範囲等
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● 認可外保育施設等における質の確保・向上に向けて以下の取組を実施

・ 児童福祉法に基づく都道府県等の指導監督の充実等 （認可施設への移行支援、巡回支援指導員の配置の拡充、指導監督基準の見直し等）

・ 市町村における、対象施設を特定する確認や、必要に応じた施設への報告徴収、勧告、命令、確認の取消し、都道府県知事に対する協力要請

・ 都道府県等が有する認可外保育施設の情報を市町村が確認可能とする情報共有システムの構築

・ ５年間の経過措置について、法施行後２年を目途に見直す旨の検討規定

・ ５年間の経過措置中の措置として、市町村が保育の需給状況等を勘案し、条例により対象施設の範囲を定めることを可能とする仕組み

（１）負担割合

● 財源負担の在り方：国と地方で適切な役割分担をすることが基本。消費税増収分を活用し必要な地方財源を確保

● 負担割合：国1/2、都道府県1/4、市町村1/4。ただし、公立施設（幼稚園、保育所及び認定こども園）は市町村等10/10

（２）財政措置等

● 初年度の取扱い：初年度（令和元年度）に要する経費を全額国費で負担
● 事務費：初年度と２年目を全額国費。認可外保育施設等の５年間の経過措置期間に係る費用相当額を全額国費で負担するべく措置

● システム改修費：平成30年度・令和元年度予算を活用して対応

● 就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについて、利用料を無償化

● 幼稚園、保育所、認定こども園等とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象

○ 幼児教育・保育の無償化に関する様々な課題について、ＰＤＣＡサイクルを行うため、国と地方自治体による協議を継続して実施

○ 支払方法：新制度の対象施設 … 現物給付を原則。 未移行幼稚園 … 市町村が実情に応じて判断（現物給付の取組を支援）
認可外保育施設等 … 償還払いを基本としつつ、市町村が地域の実情に応じて現物給付とすることも可

３．財源

４．就学前の障害児の発達支援

５．その他
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保育所保育指針について

○ 保育所保育指針は、各保育所の保育の内容の質を高める等の観点から、約10年に一度改定されている。
現指針は、社会保障審議会児童部会に「保育専門委員会」（委員長：汐見稔幸白梅学園大学長（当時））
を設置し、以下の点等を踏まえて改定されたもので、平成30年４月から適用されている。

①平成20年の改定時から現在に至るまでの社会情勢の変化
※保育園利用児童数の増加、子ども・子育て支援新制度の施行、児童虐待対応件数の増加等

②幼稚園教育要領の改訂に向けた検討の状況
※中央教育審議会の下の幼児教育部会においても同時期に審議

第１章 総則
保育所保育が幼児教育の重要な一翼を担っていること等も踏まえ、保育所保育の基本となる考え方について記載。

第２章 保育の内容

乳児、３歳未満児、３歳以上児の保育について、ねらい及び内容を記載。３歳以上児の保育は、幼稚園、認定こども園との整合性を確保。

第３章 健康及び安全

子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえ、子どもの健康支援、食育の推進、安全な保育環境の確保等について記載。

第４章 子育て支援
保護者と連携して「子どもの育ち」を支えることを基本として、保育所が行う子育て支援の役割等について記載。

第５章 職員の資質向上
職員の資質・専門性の向上について、キャリアパスを見据えた研修機会の充実なども記載。

改定保育所保育指針の構成・内容

保育所保育指針の改定について

○ 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣
が定める指針（保育所保育指針）に従う。

（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）第３５条）
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幼児教育の効果

○幼児教育は、生涯にわたる人格形成や教育の基礎を培う重要なもの。幼児教育を受けたことにより、
将来の所得の向上や生活保護受給率の低下等の効果が著しいとする有名な研究結果がある。

出典： Lawrence J. et al.(2005) “The High/Scope Perry Preschool Study Through Age 40:Summary, 
Conclusions, and Frequently Asked Questions” High/Scope Press より作成

≪幼児教育の効果に関する研究例：ペリー就学前計画≫

○ペリー就学前計画の調査概要：

1962～67年に低所得者層のアフリカ系アメリカ人の子供（3, 4歳児）を対象に、幼児教育プログラムを実施
（1日2.5時間、2年間）し、その後、追跡調査を実施（3～11歳（毎年）、14歳、15歳、19歳、27歳、40歳時点）。

○幼児教育に対するジェームズ・ヘックマン シカゴ大学教授（ノーベル経済学賞受賞者）の主張：

社会的成功には、 IQや学力といった認知能力だけでなく、根気強さ、注意深さ、意欲、自信といった非認知能力
も不可欠。幼少期の教育により、認知能力だけでなく、非認知能力も向上させることができる。

30%

23%

40%

45%

57%

10%

60%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

子どもを持った男性の比率（40歳時点）

23～27歳の間に生活保護を受給したことがある者の割合

年間所得２万ドル以上（40歳時点）

高校卒業者比率（40歳時点）

ペリー就学前計画における主な結果

幼児教育プログラムを実施したグループ

幼児教育プログラムを実施しなかったグルー

プ

1.4倍

1.5倍

0.4倍

1.9倍

（人生100年時代構想会議 中間報告（平成29年12月）参考資料より） 47



１．目 的

保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会

２．検討状況

○ 保育所等における保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、子どもの豊かで健やかな育ちを支え促す
保育の機会を保障するためには、保育所等を整備するとともに、保育の質を確保・向上させていくことが重要。

○ 2018（平成30）年４月から改定保育所保育指針が適用されたことなどを踏まえ、改定後の保育指針に基づく保育
所等の特性を踏まえた保育の質の確保・向上を図るため、学識経験者等に参集を求め、具体的な方策等を検討。

○ 保育の質に関しては、主に「内容」「環境」「人材」の３つの観点が考えられるところ、上記目的を踏まえ、保育の質を
支える「環境」や「人材」に係る取組などを広く視野に入れつつ、改定指針を踏まえた「保育所における自己評価ガイドラ
イン」の見直しなど、主として保育の「内容」面から、幅広く多角的に保育の質の確保・向上に資する方策等を検討。

○ 2018（平成30）年5月以降、計6回の検討会を開催。構成員や関係者（事業者、事業者団体、自治体）による意見発表、
自由討議を実施した後、9月26日に開催した第6回検討会において、「中間的な論点の整理」。以後、具体的な検
討事項について、適宜、実態調査や調査研究を行いつつ、実務的な検討や作業を行い、引き続き中期的に検討中。

環 境
・設備運営に係る最低基準の制定
（人員配置、面積）

・感染症対策ガイドライン
・アレルギー対応ガイドライン
・事故防止及び事故発生時対応

ガイドライン 等

人 材
・保育士資格に係る基準の制定
（指定保育士養成施設指定基準、

保育士試験実施要領）
・キャリアアップ研修ガイドライン
・能力経験に応じた処遇改善 等

内 容
・ 保育所保育指針の告示
・ 教育保育情報の報告･公表
・ 自己評価ガイドライン
・ 第三者評価ガイドライン 等

（構成員）
○ 大豆生田 啓友 玉川大学教育学部教授

古賀 松香 京都教育大学教育学部准教授

◎ 汐見 稔幸 東京大学名誉教授・白梅学園大学前学長
野澤 祥子 東京大学大学院発達保育実践政策学センター准教授
普光院 亜紀 保育園を考える親の会代表
松井 剛太 香川大学教育学部准教授

（オブザーバー）
内閣府 子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）付

子ども・子育て本部参事官（認定こども園担当）付
文部科学省 初等中等教育局幼児教育課

◎座長、○座長代理
（五十音順、敬称
略）
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１．今後の検討に当たっての「基本的な視点」

中間的な論点の整理 【概要】
（保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会）

２．現時点で考えられる「検討の方向性」（具体的な検討事項）

○ 保育の質の検討に当たっては、「子ども」を中心に考えることが最も基本。それを前提として、様々な保育の現場において、職員全員の
参画の下、子どもの思いや願いを受け止め、子ども一人一人の発達過程に応じて、保育所保育指針に基づく保育実践 (※) の充実に向
けた取組が日常的に行われることが重要。（※環境を通した保育、養護と教育の一体性、健康・安全の確保等）

○ また、保育の質の確保・向上には、保育をめぐる多様な関係者の参画や連携・協働、保育に関する理解の共有も必要。

（職員間の対話を通じた理念共有）
○各保育所等における保育の理念の
明確化・園全体での共有

○子どもや保育に関する職員間の対
話が促される環境の構築

（保育の振り返りを通じた質の向上）
○改定指針を踏まえた「保育所におけ
る自己評価ガイドライン」の見直し
・評価結果の公表や活用 等

（保育の環境や業務運営改善）
○安全快適性と保育充実に資する
環境（人・物・空間・時間）工夫

○質向上や保育士等の業務負担
軽減に資する業務運営

（保育士等の資質・専門性向上）
○各種研修の質的充実
○多様な経歴の初任保育士支援
○園長等のマネジメント能力向上

（保育実践の内容の「見える化」）
○保護者や地域住民等のニーズを

踏まえた保育実践の「見える化」
・保育の評価や取組の情報公表

・日常保育に係る交流機会 等

（保護者や地域住民等の関与）
○ 保育所等における保育実践や

質向上の取組への関与促進
・関係者との交流機会の充実 等

（保育所と自治体等との連携協働）
○自治体や関係機関との連携方策

・保育所、幼稚園、認定こども園、
小学校、養成施設等との連携
・地域のネットワークづくり 等

（自治体の役割充実や連携促進）
○保育実践に係る相談･助言
○指導監査の効果的・効率的実施
○自治体間の効果的・効率的連携

３．今後の検討の進め方

○ 今般整理した具体的な検討事項について、その内容を踏まえ、適宜、実態調査や調査研究を行いつつ、検討会の下に作業チームを
設置し、実務的な検討や作業を行う。

○ その上で、検討会において、作業チームにおける検討状況等を踏まえ、保育の質に関連する様々な動向や取組の実施状況等に留意
しつつ、引き続き多角的な観点から、更に議論を深める。

① 保育の現場における保育実
践

② 保護者や地域住民等との関係 ③自治体や地域機関との関係

（２）個別的事項

○保育現場・地域・国といった様々な主体による取組が連動し、全体として機能するための保育の質に関する基本的な考え方や、具体的な捉え方・示し方等

（※我が国の文化・社会的背景の下での保育所保育の特性を踏まえた「『質の高い保育』とは、どのようなものか」といった、保育の各現場の創意工夫ある保育実践に際し念頭に置く方向性）

（１）総論的事項

2018（平成30）年９月26
日
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人材確保等支援助成金の概要

事 業 の 概 要

令和２年度予定額 ８６．５億円

（令和元年度予算額 １２１．１億円）

１ 雇用管理制度助成コース

２ 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

（１）制度整備助成
賃金制度を整備した場合、５０万円を助成。

（２）目標達成助成
１（１）と同様、計画期間終了から１年経過後

の離職率低下に係る目標を達成できた場合、
（１）助成に加え、５７万円（生産性要件を満たした
場合は７２万円）を助成。

また、計画期間終了３年経過後に離職率が
上昇しなかった場合（※）、さらに８５．５万円
（生産性要件を満たした場合は１０８万円）を助成。

※ 離職率の維持に加えて、20％以下であることが要件

○ 人口減少下において労働力不足が生ずることが懸念されている中で、平成30年度平均の有効求人倍率が1.62倍となるなど、全国的な雇用情勢の改善や景気好転に
伴い、建設、介護分野等において人材不足が顕著となっている。

○ 人材不足を解消するためには、事業主等による雇用管理改善等の取組みを通じて「魅力ある職場」を創出し、現在就業している従業員の職場定着等を高めることが
必要であることから、事業主等の雇用管理改善、生産性向上等の取組みによる助成を通じて、職場定着の促進等を図る。

以下の事項について、就業規則や労働協約の変更により制度を新たに導入した事業主に助成金を支給。

趣 旨

４ 人事評価改善等助成コース
生産性向上に資する能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等の

みによらない賃金制度を設けることを通じて生産性向上、賃金アップと離職率低
下を図る事業主に対して助成

(1) 制度整備助成：人事評価制度等を整備し、賃金アップの実施 50万円
(2) 目標達成助成：離職率低下、賃金アップ、計画認定申請の３年後に

生産要件（申請から３年後との比較）を達成 80万円

雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度及
び短時間正社員制度（※））の導入・実施を通じて従業員の離職率の低下に取
り組む事業主に対して助成 （※）短時間正社員制度は保育事業主のみ

(1)目標達成助成：離職率低下57万円【72万円】

３ 設備改善等支援コース
雇用管理の改善を図る事業主が、「雇用管理改善計画」を作成し、当該計画に

係る設備投資を行い、一定の雇用管理改善及び生産性の向上を達成した場合
に助成する。

※ 雇用管理改善計画期間は下記ア又はイのいずれかを選択。また、設備投資費用について、
5,000万円未満は中小企業のみ対象

ア【雇用管理改善計画期間１年】設備投資費用175万円以上1,000万円未満
（１）計画達成助成：計画開始から１年後、雇用管理改善にかかる目標（賃金アップ等）を達成 50万円

（２）上乗せ助成 ：計画開始から３年後、目標（賃金アップ等）及び生産性の向上を達成 80万円

イ【雇用管理改善計画期間３年】設備投資費用 ①240万円以上5,000万円未満、
②5,000万円以上１億円未満、③１億円以上

計画の開始から一定期間経過後に目標（賃金アップ等）及び生産性向上を達成した場合に
一定額を支給
（１）計画達成助成（１回目）：計画開始から1年後、①50万円、②50万円、③100万円
（２）計画達成助成（２回目）：計画開始から２年後、①50万円、②75万円、③150万円
（３）目標達成時助成 ：計画開始から３年後、①80万円、②100万円、③200万円

※人材確保等支援助成金には、その他、中小企業団体助成コース、介護福祉機器助成
コース、働き方改革支援コース等及び建設事業主向けの３コースがある。予算額について
は、人材確保等支援助成金の全てのコースの合計額。
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